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<スケジュール今年度>
◆ 7月25日（日）14時～ マンション問題を考える
◆ ８月 7日（土）18時～ マンション自治会を作る
◆ ８月29日（日）14時～ ベランダ菜園
◆ 10月17日（日） ボランティア見本市
◆ 10月23日（日）14時～ 情報交換会
◆ 12月 4日（土）18時～ 情報交換会

マンションには、管理組合の円
滑な運営や定期的に実施しなけ

ればならない大規模修繕など、マ
ンション特有の課題があります。
住民同士のコミュニケーション作
りも大切です。

｢川口市マンションコミュニティ
連絡協議会｣は｢マンションに関わ

る管理組合・自治会・居住者など
が情報交換や課題を話し合うこと
で、マンション内及び地域でのコ
ミュニティ醸成と(管理組合の)円

滑な運営に寄与する｣事を目的と
して、平成20年8月17日に川口市

との協働事業として設立し発足し
ました。

川口市マンションコミュニティ連絡協議会とは？

「携帯からホームペー
ジが表示されます。」

～ マンションの課題あれこれ ～
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ベランダ菜園

最近は、家庭菜園等に活発に活動して
いる方もおられると思います。マンション
によっては、共用部分の利用を管理組合
等が行事の一つとして、取り入れていると
こともあります。多くの人が住むマンション
では、いい面や課題もあると思います。
先ず、個人で対応ができるベランダ菜園
は、ある意味で区分所有者に体験・気持
ちの部分で役に立つと思い対応して参り
ました。
右の写真の一番上は講師の小島先生
の畑の写真です。真中の写真は、ジャガ
イモの収穫の様子、下の写真は、大豆の
苗の発育状況が掲載されています。 今
後の協議会の講習は、8月29日のベラン
ダ菜園が秋・冬の季節野菜の講習会とな
ります。秋冬の時期は、葉物が多いので、
ある意味で素人でも楽しく育てることもで
きます。
しかし、白菜等は葉の枚数や育成状

況により、難しい場合があります。
植栽の種類を選定することで、素人でも
上級者でも新しい発見があるかもしれま
せん。



マンション問題を考える
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マンションの問題は大きく分けると、費用の掛からない「日

常生活問題」と費用発生がある「共用設備」の二つの問題で
はないでしょうか。そこに、最近では高経年マンションで築５
０年以上の建替え問題が加わり、更に高齢化等で役員のな
り手不足問題が上乗せされます。
日常生活問題では「ゴミの捨て方」「騒音」「ペットの管理」

日常問題（モラル）で相手の考え方や生活習慣なども起因し
ており、市条例や管理規約を理解していないものと思います。
外国人のゴミ出し問題は、市で作成した八か国語の説明書
を利用する方法もあります。又、騒音は、管理組合との連携
によって発生場所を特定し、文書配付や警察への通報によ
る注意喚起をする方法が、あります。トラブルなどは規約に
よる規制等が必要です。入居時にきちんと説明ができるよう
な規約や仕組みを整えておく。そのような管理組合・管理体
制を作りたいものです。どんな問題でも、いつでも入居者同
士の話し合いができる環境づくりが大切です。
共用設備管理では管理組合の責任において解決すること

が基本です。これらは管理会社が主に行いますが、頼りきり
では問題です。管理組合も提案内容の適否を見抜く力が必
要となります。その為に管理組合の中に専門家はいるか居
なければ、コンサルタントを依頼するか、となります。

川口市には、２３２の町会自治会があり、
私たちのマンションの住民は、この何れか
の町会に加盟して居ります。
なぜ、新築の入居当初から、町会に加

盟しているのでしょか、それは川口市の条
例で「マンションの販売及び管理を業とす
る会社は地域の町会に加入の促進に努め
る」と、定めているからです。
川口市にお住いの多くの方々の生活は、

早朝に東京へ行き夜遅く帰宅する“埼玉都
民”で、地元、川口との接触がほとんどな
いのが当たり前でした。
ところが、昨今のコロナ禍でマンション

で過ごす時間が長くなり、マンションの実
態が見えてきたと思います。
戸建にお住いの方々と集合住宅（マン

ション）に住んでいる我々とは、様々な自
治活動、又は、考え方や行動についても、
合わない処が幾つかあると思いませんか。
そこで、自治会（町内会）の設立には、

５０世帯以上の集合住宅（マンション）であ
れば容易に設立をする事ができます。
自分たちのマンションの住環境に合った

快適な地域社会の実現に向けて、有志を
募って設立を考えてみては如何でしょうか。
自治会に入っていないところや町会と意見が

合わないところは一度、考えてみて下さい。

第13期通常総会報告 及び 役員（幹事）会報告

「議案」 １３期事業及び決算の報告・役員選任の件・１４期事業及び予算の計画

今回は新型コロナウィルス感染防止対策のため、参加者へ
は委任状及び議決権行使による参加要請をしました。その結
果、規約第7条6項の総会は構成員の５分の１以上（出席５名
・委任状２８・議決権行使６総数３９個30％）とあり、議案審議
に入る前に確認し、第１３期総会は成立。その後議案毎に委
任状及び議決権行使にて確認し、満場一致で賛成承認とな
りました事をここに報告致します。その後出席役員により役員
互選を実施しました。

会 長 臨海 美和
副 会 長 尾市 守弘 副 会 長 吉澤 康博
幹 事（編集）石井 秀一 幹 事（会計）畑中 博司
幹 事（監事）森 一六正

◎本年は上記のメンバーにて行いますので宜しくお願い申し上げます。

特に重要なのは経年劣化（長期修繕計画）による修繕であり、修繕積立金が必要額積み立

てられているかが重要です。現在お住いのマンションには、「長期修繕計画」はできています
か。委託先の管理会社の他に、コンサルタントによるアドバイス等を受けることも役立ちます。
大規模修繕費用は区分所有者にとって一番重要な課題で、不足ならば問題です。

なお、大規模修繕計画については前号
「2021.1.1 vol.18」2ページに紹介していま
す。
築年数が増えていくと、建物以外にも居

住者の高齢化・役員のなりて不足なども起
きてきます。この問題はマンションを買う時
には思いもしないことですが、家族・親族で
後継者（代理人）や委任できるような準備
です。これらは管理組合としても関与が必
要となることも出て来るでしょう。

自分だけではなく、周囲の方々も関係するとで、早いうちに対応策を考えておきましょう。
如何でしょうか皆様のマンションでも心当たりはありませんか・・・・・。

なお、個人として考えるならば、マンションを売却をしての「終の棲家」を考えることも有り
でしょうか。


